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告 示 

                   

三重県告示第 769 号 

次の者に係る森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 30 条の規定による保安

林の指定施業要件を変更する予定である旨に係る通知は、所在不分明のため通知することができないので、同法

第 189 条の規定により、その通知の内容を津市役所の掲示場に掲示するとともにその要旨を告示します。 

令和 5 年 12 月 15 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

第 1   

1 通知することができない者の氏名 

   谷口 重一 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市芸濃町楠原字サフ谷 2446 の 3 

   (2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

 (3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 2  

1 通知することができない者の氏名 

   家木 国生 

2 通知の要旨 

    (1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市芸濃町楠原字サフ谷 2446 の 3 

    (2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

    (3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 3  

1 通知することができない者の氏名 

   川端 みちゑ 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市芸濃町楠原字サフ谷 2446 の 3 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 
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(3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 4 

1 通知することができない者の氏名 

紀平 くに 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市芸濃町楠原字サフ谷 2446 の 3 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 5 

1 通知することができない者の氏名 

   嶋田 明 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市芸濃町楠原字サフ谷 2446 の 4 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 6 

1 通知することができない者の氏名 

   家木 愃 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市芸濃町楠原字サフ谷 2446 の 5 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 
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    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 7 

1 通知することができない者の氏名 

   楠井 しげ子 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市芸濃町楠原字サフ谷 2446 の 6、2446 の 14、字火打ケ城 2404 の 9 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

（「次のとおり」は省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び津市役所に備え置いて縦覧に供

します。） 

 

三重県告示第 770 号 

次の者に係る森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 30 条の規定による保安

林の指定施業要件を変更する予定である旨に係る通知は、所在不分明のため通知することができないので、同法

第 189 条の規定により、その通知の内容を津市役所の掲示場に掲示するとともにその要旨を告示します。 

令和 5 年 12 月 15 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

1  通知することができない者の氏名 

株式会社板谷組 

2  通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

津市美杉町川上字小玉 534、542 から 545 まで、551、555、556、558、559、字白目タワ 541、字足谷 562 

(2)  保安林として指定された目的 

   土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

    ア  立木の伐採の方法 

(ｱ)  主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ)  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

(ｳ)  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は省略し、その関係書類を三重県農林水産部治山林道課及び津市役所に備え置いて縦覧に供

します。） 

 

三重県告示第 771 号 
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次の者に係る森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 3 において準用する同法第 30 条の規定による保安

林の指定施業要件を変更する予定である旨に係る通知は、所在不分明のため通知することができないので、同法

第 189 条の規定により、その通知の内容を伊賀市役所及び名張市役所の掲示場に掲示するとともにその要旨を告

示します。 

令和 5 年 12 月 15 日 

三 重 県 知 事   一  見  勝  之   

第 1   

1 通知することができない者の氏名 

   中森 正明 

2 通知の要旨 

 (1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市音羽字向峯 1213 の 10 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 2  

1 通知することができない者の氏名 

   高柳 武 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市島ケ原字上長野 2210 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

 (3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度 

     次のとおりとする。 

第 3  

1 通知することができない者の氏名 

   福岡 久司 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市島ケ原字上長野 2215 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画 
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で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度 

     次のとおりとする。 

第 4 

1  通知することができない者の氏名 

永岡 敏美 

2 通知の要旨 

(1)  指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市島ケ原字上長野 2218、2224、2224 の 1 

(2)  保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3)  変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 5 

1 通知することができない者の氏名 

   森本 隆夫 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

名張市安部田字下水越 1724、1727 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 6 

1 通知することができない者の氏名 

   滝川 こふじ 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

名張市安部田字下水越 1731 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
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      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 7 

1 通知することができない者の氏名 

   結城 和雄 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市霧生字冷ケ窪 2122（次の図に示す部分に限る。） 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 8 

1 通知することができない者の氏名 

   今出 仁 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市霧生字冷ケ窪 2122（次の図に示す部分に限る。） 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 9 

1 通知することができない者の氏名 

   結城 正教 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市霧生字冷ケ窪 2124（次の図に示す部分に限る。）、2134 の 3、2134 の 6 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 
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第 10 

1 通知することができない者の氏名 

   北川 康司 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市霧生字冷ケ窪 2137 の 1、2137 の 3 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

第 11 

1 通知することができない者の氏名 

   北川 博美 

2 通知の要旨 

(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

伊賀市霧生字冷ケ窪 2140 

(2) 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

(3) 変更後の指定施業要件 

   ア 立木の伐採の方法 

    (ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

    (ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画

で定める標準伐期齢以上のものとする。 

    (ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

      イ  立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

     次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は省略し、その図面及び関係書類を三重県農林水産部治山林道課、伊賀市役

所及び名張市役所に備え置いて縦覧に供します。） 

       

                  

公 告 

                  

三重県表彰規則（昭和 25 年三重県規則第 38 号の 1）第 2 条の規定により、令和 5 年 11 月 29 日次の者を表彰

しました。 

令和 5 年 12 月 15 日 

                  三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

     区 分       名 前                       競 技 

三重県スポーツ特別奨励賞  湯浅 京己                      野 球  

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、鈴

鹿市から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項の

規定により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  令和 5 年 12 月 15 日 
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三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1  都市計画の種類及び名称 

  鈴鹿都市計画地区計画 

   伊船地区地区計画 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42 条第 1 項第 5 号の規定により、次のとおり道路の位置を指定しま

した。 

 なお、関係図書は、三重県志摩建設事務所に備え置いて縦覧に供します。 

   令和 5 年 12 月 15 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指 定 
年 月 日 

申  請  者 

道路の位置 

道路幅員及び延長 

氏   名 住  所 
道路 

番号 

幅員

（ｍ） 

延長

（ｍ） 

令 和 5 年 
12 月 6 日 

笠井 杉代 
三重県鳥羽市安楽島町
1261-2 

鳥羽市安楽島町字
船隠 1256-1 

Ａ 
4.0～
6.2 

35.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 
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